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本学では、経済的事情により高い資質や志が行き場を失うことのないよう

広く門戸を開き、条件を満たすことで返還を免除する「修学資金貸与制度」に

よって、入学金・授業料が実質不要となる制度を実施し、経済面から学生の志

を支えています。この制度により、本学に入学された学生の方々は平等な学び

の機会が得られ、本学の教員も一丸となって、学生の方々の志や社会の要請に

応えようと総合医の育成に取り組んでいます。 

在学中に貸与した修学資金は、医師となった卒業生が一定の年限を出身都

道府県における地域医療に従事することで返還が免除されます。これまでに

3,800名以上の卒業生がその志を実現し返還が免除され、返還が免除された後

も約７割の卒業生が出身都道府県に留まり、それまでの経験を活かしながら、

地域医療に貢献しているところです。 

しかしながら、免除の要件を満たさない場合には、在学中に貸与した修学資

金（本来大学に納めるはずの修学資金）は返還いただくことになっています。 

これらの修学資金貸与制度については、受験生に公表されており、本学の理

念や制度にご賛同いただけない方はそもそも本学を受験しない、もしくは受

験して合格しても、入学するかはご本人の選択に任されています。 

実際の貸与にあたっても、本学と学生（学生が未成年の場合には親権者等）

との間で貸与契約を締結し、合意のうえで貸与しており、本学が学生に対し貸

与制度を強いているかのような評価は妥当ではありません。また、本制度が憲

法違反であるとの指摘も全く当たりません。 



係争中の本事案については、訴訟前から先方に対して再三にわたり、大学の

姿勢と考え方を伝えて、修学資金の返還を求めてまいりました。本事案で原告

となっている医師は、上述の本学の制度を理解した上で本学を受験し入学さ

れ、本学との貸与契約に基づき修学資金の貸与を受けて本学にて医学を学び、

その結果医師の国家資格を取得されている方です。そして、その後、当該医師

の判断で、地域医療に従事することを断念され、貸与契約の返還免除の要件を

満たさなくなったことから、本学は、同貸与契約に基づき、当該医師らに対し

て返還を求めており、かかる返還請求は、契約に基づく正当な対応であると考

えております。 

本学としては、引き続き修学資金の返還を求めていくとともに、この制度の

社会的意義の大きさ、憲法はもとより関係法令に適合していること等につい

て、今後も必要な主張を尽くしてまいります。 

 


